
資料１－１ 

 
 

令和５年度地域包括ケアシステム評価等について 

 
 

１ 要旨・目的 

地域包括ケアシステムの質の向上への取組について、令和５年度の評価結果をとりまとめたた

め報告する。 

 

２ 現状・背景 

本県の地域包括ケアシステムについては、平成 26年度に評価指標を県独自で作成し、適宜見直

しを行いながら、県内全域における体制構築・質の向上に用いてきた。 

社会情勢の変化に伴う課題の変容に対応して、令和５年度から評価指標を５分野 24 指標 64 基

準に改編・整理し、新たな評価指標として適用した。 

 

３ 概要 

評価単位 23市町 

評価基準 県が設定した「地域包括ケアシステム評価指標」（５分野 24指標 64基準） 

評価の 

流れ 

令和６年７月～８月 市町及び保健所事前説明会実施 

    ９月～11 月 市町及び地域包括支援センターによる自己評価確認 

          県・保健所による市町ヒアリング実施 

12 月～２月  評価とりまとめ・公表 

 

４ 評価結果  

○ 市町における地域包括ケアシステムの質の向上への取組は、 

・２分野（「保健・介護予防」「目指す姿の共有・連携」）において、全て「実施している」と自己評

価した市町が半数以上（表１） 

・５分野の全てにおいて、８割以上「実施している」と自己評価した市町が半数以上（表２） 

であった。 

○ 64基準における全体の実施率は、78.8％であった。（別紙） 

 

表１ 分野別において、全て「実施している」と自己評価した市町数 

分 野 保健・介護予防 医療・介護 
住まい・ 

生活支援等 

地域包括ケアにおける

地域共生社会 

目指す姿の 

共有・連携 

市町数 12 ２ ０ ６ 12 

（％） （52.2） (8.7) (0.0) (26.1) (52.2) 

 

表２ 分野別において、８割以上「実施している」と自己評価した市町数 

分 野 保健・介護予防 医療・介護 
住まい・ 

生活支援等 

地域包括ケアにおける

地域共生社会 

目指す姿の 

共有・連携 

市町数 20 12 13 13 12 

（％） （87.0） （52.2） （56.5） （56.5） （52.2） 

 

 

（単位：市町数） 

（単位：市町数） 



 

５ 分野ごとの課題等及び今後の対応等 

分野 課題等 今後の対応等（県による支援） 

保健・介護予防 

■指標２ 

・介護予防ケアマネジメントの効果的な実

施方法（自立支援型地域ケア個別会議の開

催及び関係者への研修等）に取り組むとと

もに、そのことが関係者間で共有されてい

る割合が他の基準に比べ低い。（56.5％） 

・地域における関係者間での共有が進むよ

う、市町へのアドバイザー派遣や、介護予防

ケアマネジメントに関する研修を実施し、

共通認識の醸成に取り組む。 

医療・介護 

■指標４－⑤ 

・急変時や救急搬送の情報共有ルールの検

討等をしている割合が低い。（47.8％） 

 

 

■指標７－① 

・退院調整等状況調査の病院医師のカンフ

ァレンスの参加率が低い。（43.5％） 

・急変時等における医療や介護の関係者間

で連携強化が図られるよう、市町担当者等

を対象に意見交流会を開催し、市町におけ

る取組の促進を図る。 

 

・市町や関係機関等に調査結果を情報共有

するとともに、意見交換等を通じて病院医

師のカンファレンスの参加を促進する。 

住まい・ 

生活支援等 

■指標 11－② 

・居住支援協議会が設置されている市町の

割合が低い。（8.7％） 

 

 

■指標 13－① 

・（生活支援体制整備事業に関して）目指

す地域の姿、方針の共有、地域づくりにお

ける意識の統一が図れている割合が他の

基準に比べ低い。（60.9％） 

・県居住支援協議会において、市町に対する

伴走支援を行っている。 

引き続き、市町への助言等により設立促

進を図る。 

 

・地域の様々な関係者間で目指す方向性・課

題の共有や協力体制整備が進むよう、市町

担当者及び生活支援コーディネータ―に対

して研修等を実施する。 

地域包括ケア

における地域

共生社会 

■指標 20－① 

・チームオレンジの活動など、意欲のある

認知症サポーターがボランティアとして

参加する場がある市町の割合が低い。

（47.8％） 

 

■指標 22－① 

・成年後見制度等に係る中核的な機能が整

備されている市町の割合が低い。（47.8％） 

 

・チームオレンジコーディネーター研修等

により、チームオレンジの立ち上げ支援や、

好事例の横展開を行い、市町におけるチー

ムオレンジの整備に努める。 

 

 

・各市町の権利擁護支援体制構築・強化のた

め、体制整備等に関する相談窓口を設置し

アドバイザー派遣等の相談対応や、機能強

化研修等を実施する。 

目指す姿の 

共有・連携 

■指標 24－② 

・地域ケア会議で必要とされた資源が地域

にない場合、協議体や地域の関係者（民間

企業等を含む）と資源開発について、協議

している市町の割合が他の基準に比べ低

い。（60.9％） 

・地域の資源開発に向け協議が進むよう、市

町における地域包括ケアに携わる関係者に

対して研修会等を実施する。 

 

６ 今後の対応 

・令和７年３月   市町や地域包括支援センターへ結果のフィードバック 

市町情報交換会開催（好事例の横展開） 

・令和７年４月以降 市町に対する個別支援の資料として活用 


